
☆ 2019 年度の各保険料率等について  
 

 ■ 雇用保険料率 

   平成 30 年度と変わらず、以下の通りとなります。 

   
    （厚生労働省リーフレットより）  

 

■ 労災保険率 

平成３０年度から変更なし  
※全業種平均の労災保険率は１，０００分の４．５。  

労災保険率は各業種の過去３年間災害発生状況等を考慮し原則３年ごとに改定されます。 

 （直近の改定は平成３０年度に行われ、本年度は改定されません） 

 

■  全国健康保険協会の健康保険料率・介護保険料率  
   

健康保険料率（東京都）：９．９0％ 介護保険料率：１．７３％ 
※ 変更後の健康保険料率と介護保険料率は、一般の被保険者は 3 月分（4月納付分）から 

適用となります。 

 

■ 厚生年金保険料率                           

   １８．３％（一般、坑内員・船員） 
   ※ 平成２９年の改定以降、料率は固定とされました。 
 

■ 子ども・子育て拠出金率               

     ０．３４％（平成３０年度は０．２9％） 
※ 内閣府｢平成３１年度における子ども・子育て支援新制度に関する予算案の状況について｣より 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働保険・社会保険の手続、給与計算の代行、労務コンサルのご相談はお気軽にご連絡ください！ 

 

労働保険事務組合 東洋労働保険協会  TEL：03-3221-2444 

社会保険労務士事務所 ﾄｰﾖｰﾚｲﾊﾞｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ http://www.toyoweb.com/index.html 

  

  

 

 

  

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


